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実施時期：30年度以降

対象 ：市町村及び都道府県

規模（国）：約1,000億円（国保改革による公費拡充の財源を活用）

※令和７年度は 1,292億円、特別調整交付金より88億円程度を追加 → 合計約1,380億円

評価指標： 各指標の達成状況等に応じて指標の統合や廃止が行われている。令和７年度については「個人への

分かりやすい情報提供や重複・多剤投与者に対する取組、こどもの医療の適正化等の取組、適正か

つ健全な事業運営の実施状況で配点・配点率が増加している。

保険者努力支援制度

実施時期：28年度及び29年度

対象 ：市町村

規模 ：特別調整交付金の一部を活用し実施する。（平成28年度：150億円、平成29年度：250億円）

評価指標：保険者共通の指標に加え、収納率等国保固有の問題にも対応

保険者努力支援制度【前倒し分】

保険者努力支援制度の実施について（経緯）

経済財政運営と改革の基本方針2015（抄）[平成27年6月30日閣議決定]

（インセンティブ改革）

全ての国民が自らがんを含む生活習慣病を中心とした疾病の予防、合併症予防を含む重症化予防、介護予防、

後発医薬品の使用や適切な受療行動をとること等を目指し、特定健診やがん検診の受診率向上に取り組みつつ、

個人や保険者の取組を促すインセンティブのある仕組みを構築することが重要である。

このため、保険者については、国民健康保険において、保険者努力支援制度の趣旨を現行補助制度に前倒し

で反映する。その取組状況を踏まえ、2018 年度（平成30 年度）までに保険者努力支援制度のメリハリの効いた運

用方法の確立（中略）など、保険者における医療費適正化に向けた取組に対する一層のインセンティブ強化につ

いて制度設計を行う。 1



【都道府県事業】
○ 国保ヘルスアップ支援事業の拡充（上限額引上げ）
○ 基盤整備
○ 人材の確保・育成
○ データ活用の強化

【市町村事業】
○ 国保ヘルスアップ事業の拡充（上限額引上げ）
○ 効果的なモデル事業の実施（※都道府県も実施可）

保険者努力支援制度の抜本的な強化

事業内容

人生１００年時代を見据え、保険者努力支援制度を抜本的に強化し、３８０億円（総額４３０億円）により予防・健康づくりを強力に推進

令和２年度より新規予算について、保険者努力支援制度の中に

① 「事業費」として交付する部分を設け（Ｒ７は１５２億円。従来の国保ヘルスアップ事
業を統合し事業総額は２０２億円）、

※ 政令改正を行い使途を事業費に制限

② 「事業費に連動」して配分する部分（Ｒ７は２２８億円）と合わせて交付

※ 既存の予防・健康づくりに関する評価指標に加え、①の予防・健康づくり事業を拡大する
等により、高い点数が獲得できるような評価指標を設定し配分

⇒ ①と②と相まって、自治体における予防・健康づくりを抜本的に後押し

事業スキーム（右図）

約１,０００億円

都道府県分約600億円
市町村分 約400億円

＋

①予防・健康づくり事業費
約１５２億円

取
組
評
価
分

【見直し後の保険者努力支援制度】

②事業費に連動して配分
約２２８億円

※ 市町村分について一部特調を活用

事
業
費
分
・事
業
費
連
動
分

※R6
都道府県分 約500億円
市町村分 約500億円

３
８
０
億
円

統合

＋国保ヘルスアップ事業
約５０億円
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令和5年度全国高齢者医療・国民健康保険主管課（部）長及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議資料（一部加工）



事業費分・事業費連動分
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保険者努力支援交付金（事業費・事業費連動分）について

令和２年度より、保険者努力支援制度の中に、「事業費」として交付する部分を設け、「事業費に連動」して配分する部分と
合わせて交付することにより、自治体における予防・健康づくりを抜本的に後押しする。

事業費部分（152億円）

事業費連動部分（228億円）
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対象事業（都道府県）
Ａ. 市町村が実施する保健事業の更なる推進に資する基盤整備
Ｂ. 市町村の現状把握・分析
Ｃ. 都道府県が実施する保健事業
Ｄ. 人材の確保・育成事業
Ｅ. データ活用により予防・健康づくりの質の向上を図る事業
Ｆ. モデル事業（先進的な保健事業）

対象事業（市町村）
①国保一般事業

a)健康教育、健康相談
b)地域包括ケアの視点を踏まえた保健事業
c)保険者独自の取組

③生活習慣病等重症化予防対策
i)生活習慣病等重症化予防
j)糖尿病性腎症重症化予防
k)保健指導
①禁煙支援 ②二次性骨折予防に関する取組
③その他保健指導

②生活習慣病予防対策
d) 特定健診未受診者対策
e)特定保健指導未利用者対策
f)40 歳未満早期介入保健指導事業
g)特定健診継続受診対策等
h)その他生活習慣病予防対策

④医薬品の適正使用を推進する取組
l)医薬品の適正使用を促す保健指導

⑤PHRの利活用を推進する取組
m)ＰＨＲを利活用した保健事業

国民健康保険の保健事業に要する費用に応じて交付。

事業費連動分については、都道府県ごとに、「事業」の取組状況、「事業」の取組内容に基づいて採点を実施。



取組評価分
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令和７年度の保険者努力支援制度取組評価分（市町村・都道府県）

6令和６年度全国高齢者医療・国民健康保険主管課（部）長及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議資料



取組評価分（市町村分）各年度配点比較

7令和６年度全国高齢者医療・国民健康保険主管課（部）長及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議資料



取組評価分（都道府県分）各年度配点比較
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※ 改革施行後の医療費適正化の取組状況を見つつ、アウトカム評価の比重を高めていくものとする。
また、予算額について、予算編成過程において検討する。

令和６年度全国高齢者医療・国民健康保険主管課（部）長及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議資料



令和６年度全国高齢者医療・国民健康保険主管課（部）長及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議資料（一部加工） 9

※〇内の数字は順位



保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分） 指標毎の得点率
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・「都道府県分」における本県の得点率は全体で57.2％で、全国平均を上回った。
・指標１と指標２の得点率はともに下がっているものの、指標３の得点率は微増しており、都道
府県順位は上位をキープしている（R7:7位、R6:2位）。
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保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分） 指標１
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・都道府県指標１ 市町村指標のうち９指標の平均を全国と比較して評価するもの。
・本県においては、重複・多剤が昨年度に引き続き得点率がゼロとなっていることから、改善を図る
必要がある。

・新たに指標に加わった「個人への分かりやすい情報提供の取組」（R6に追加されたマイナ保険証の
登録率に関する指標に目標設定及び達成状況がさらに追加）においても得点率がゼロとなっている
ため、改善を図る必要がある。

Ｒ６年度 Ｒ７年度

（１）特定健診、（２）特定保健指導に関しては令和４年度の実績を評価
（６）ジェネリック、（７）収納率に関しては令和５年度の実績を評価
（３）重症化予防、（４）インセンティブ、（５）個人への情報提供、（８）（９）重複・多剤に関しては令和６年度の実績を評価
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保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分） 指標２
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・都道府県指標２（Ｒ７年度）
（１）医療費水準 年齢調整後1人当たり医療費（R４実績値）の全国順位等により評価
（２）改善率 年齢調整後1人当たり医療費の改善状況（R４実績値）の全国順位等により評価
（３）マクロ１ R５の年齢調整後新規透析導入患者数（対被保険者１万人）が少ない順に評価
（３）マクロ２ R５の年齢調整後新規透析導入患者数（対被保険者１万人）の前年度からの減少幅が

大きい順に評価
（４）重複投与者１ R５の重複投与者数（対被保険者１万人）が少ない順に評価
（４）重複投与者２ R５の重複投与者数（対被保険者１万人）の前年度からの減少率が大きい順に評価
（５）多剤投与者１ R５の重複投与者数（対被保険者１万人）が少ない順に評価
（５）多剤投与者２ R５の重複投与者数（対被保険者１万人）の前年度からの減少率が大きい順に評価

Ｒ６年度 Ｒ７年度

指標２ 青森県 全国
(1)医療費水準 100% 29%

(2)改善率 100% 45%

(3)マクロ１ 70% 26%

(3)マクロ２ 70% 26%

(4)重複１ 100% 26%

(4)重複２ 30％ 26%

(5)多剤１ 30％ 26%

(5)多剤２ 30％ 26%

合 計 78% 33%

・本県は前年に比べ得点率は減少したが、全体の得点率が全国平均を上回った。

指標２ 青森県 全国
(1)医療費水準 100% 30%

(2)改善率 88% 45%

(3)マクロ１ 70% 26%

(3)マクロ２ 30% 27%

(4)重複１ 100% 26%

(4)重複２ 30% 24%

(5)多剤１ 0% 26%

(5)多剤２ 0% 27%

合 計 62% 33%

全国値は県で試算



保険者努力支援制度 取組評価分（都道府県分） 指標３
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・都道府県指標３（Ｒ７年度）
（１）医療費適正化

・重症化予防、個人インセンティブの取組、重複・多剤投与者への取組等
・市町村への指導・助言等（給付点検・不正利得の回収・第三者求償）
・保険者協議会への積極的関与
・都道府県によるKDB等を活用した医療費分析等
・データヘルス計画の支援状況、こどもの医療の適正化等の取組（追加）

（２）法定外一般会計繰入の解消等・保険料水準の統一
（３）保険料水準の統一に向けた取組
（４）医療提供体制適正化の推進
（５）市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進

Ｒ６年度 Ｒ７年度

・本県では、全体の得点率が全国平均を上回った。
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令和６年度全国高齢者医療・国民健康保険主管課（部）長及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議資料

※○内の数字は順位。



15

令和７年度保険者努力支援制度（市町村分）審査結果（速報値）
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保険者努力支援制度 取組評価分（市町村分） 指標毎の得点率
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・「市町村分」における本県の得点率は51.2％、全国平均の得点率は54.8％である。
・令和７年度は、ジェネリック、地域包括ケア推進・一体的実施、適正かつ健全な事業運営において、対
前年度と全国平均の得点率を上回っている。

・重症化予防、個人インセンティブ・情報提供、重複・多剤の取組については、対前年度と全国平均の得
点率を下回っている。なお、データヘルス計画、第三者求償については、対前年度の得点率より上回っ
ているが全国平均の得点率は下回っている。
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※「医療費適正化の取組」はＲ７から「医療費通知の実施」に追加して「こどもの医療費適正化」に係る取組が加わっため、Ｒ６とＲ７の得点率を単純に比較できない。



令和７年度保険者努力支援制度 取組評価分（市町村分）の分析

令和６年度から令和７年度にかけて県内順位を大きく上げた市町村は五戸町（令和６年度:18位→令和７年度4位）
やおいらせ町（令和６年度:18位→令和７年度:6位）等であった。

都道府県分の指標１（主な市町村指標の都道府県単位評価）は、管内市町村の市町村分指標（対象となる指標はP7
参照）の達成率を都道府県単位で評価するため、市町村分の平均獲得点が高い県は都道府県分の順位も高い傾向にあ
る。（山形県、大分県等）
⇒市町村分指標の点数獲得は都道府県分の点数獲得にもつながる。

前年度から県内順位が上がった市町村の結果を分析し、今後の取組について検討する。

１．全国の状況

２．本県で順位が上昇した２町村の状況

＜五戸町＞ ＜おいらせ町＞

（１）令和６年度と令和７年度の比較
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※「医療費適正化」はＲ７から「こどもの医療費適正化」に係る取組が加わっため、Ｒ６とＲ７の得点率を単純に比較できない。



令和７年度保険者努力支援制度 取組評価分（市町村分）の分析
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（２）２町の指標別の得点率概要

・順位が大きく上がった２町の要因として、全国的・全県的に得点率の低い指標（共通１，２，５，６及び固有５，
６）において得点を獲得していることが挙げられる。

・特に共通１，３～６、固有２，４～６については、２町ともに県平均及び全国平均以上得点し、得点率１００％の
指標もある。

・その他、得点率の高かった取組を継続し、前年度からの落ち込みがあっても他指標の得点率の上昇でカバーされた
ことが挙げられる。

（３）２町の分析結果

(注) は、令和７年度に100％達成したもの。

は、令和７年度の実績が県平均と全国平均を両方上回っているもの。

は、２町ともに県平均及び全国平均を上回ったもの。

は、令和６年度から令和７年度まで伸びが著しいもの。（25％以上）

共通１ 共通２ 共通３ 共通４ 共通５ 共通６ 固有１ 固有２ 固有３ 固有４ 固有５ 固有６

特定健診・

特定保健指

導・メタボ

がん・歯周

疾患検診
重症化予防

個人インセ

ンティブ・

情報提供

重複・多剤

投与者

ジェネリッ

ク
収納率

データヘル

ス計画

医療費適正

化

地域包括ケ

ア
第三者求償

適正かつ健全

な取組

R６ -20.0 60.0 100.0 92.2 76.5 85.7 5.0 100.0 0.0 100.0 75.6 81.2 56.9

R７ 40.0 40.0 85.7 86.5 90.5 85.7 0.0 100.0 16.7 100.0 75.6 86.8 64.6

R６ -20.0 46.7 100.0 84.4 88.2 14.3 0.0 100.0 0.0 100.0 87.8 83.5 46.5

R７ 16.0 86.7 92.9 73.0 90.5 85.7 0.0 100.0 16.7 100.0 87.8 80.2 63.9

合計

五戸町

おいらせ町



令和７年度保険者努力支援制度 取組評価分の評価結果について

今後の取組

○ 県は、市町村の得点率が向上するよう、優良事例の情報共有を行うほか、評価対象事業の
効果的な取組及び適切な自己採点の実施等について助言していく。

○ 市町村は、地域の特性や評価結果に応じて、優先的に取り組むべき取組を選定し、効果的
に事業に取り組んでいく。

○ 県及び市町村は、収納率等の得点率が低い指標の取組について検証を行い、また、更なる
得点率の向上に向けて、今後の取組を計画的かつ継続して行う。
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